
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 持込ごみの受付方法が、令和５年１０月１日から変わります。 

※ これまでの搬入申告書（マークシート）は使えません 
◎ ごみを持ち込まれる際は、事前予約が必要です。 

インターネットまたは電話で、搬入する前日までに申し込んで 

ください。 

 

◆ 他人のごみを、クリーンセンターに持ち込むことはできません。◆ 

クリーンセンターに持ち込むことができるのは「本人のごみ」に限ります。 

他人のごみを無許可で運搬する行為は、廃棄物処理法の定めにより５年以下の懲役もしくは

1,000万円以下の罰金またはその両方を科せられる場合があります。 

 

京都市からのお知らせ 

＜ ごみを持ち込む際の注意事項 ＞ 
・施設内では安全のため職員の指示に従ってください。 
・受付時に、身分証明書（運転免許証等）の提示をお願いします。 
・ごみの受入基準が守られない場合は、搬入をお断りする場合があります。 
・指定された場所に御自身でごみを投入していただくことになります。また、ごみの大きさ、種類によって、投入場所が 
異なりますので、分けて降ろせるように積込んでください。（混載のダンプ投入はできません。） 

・ごみの飛散防止のため、シートなどをかけて持ち込んでください。 
・構内では車両ナンバーで搬入車両を管理しています。汚れや破損があるナンバープレートを付けた車両で搬入しないで 
ください。 

・一度に多量のごみを持ち込む場合は、お引受けできないことがありますので、事前に各クリーンセンターへお問合せ 
ください。 

・炉の点検や改修等で受入れを制限する場合があります。 
・ご不明な点があれば、事前に各クリーンセンターへお問い合わせください。 

電話での予約 

インターネットでの予約 

＜受付時間＞ 
午前８時３０分～午後４時３０分 
（年末年始を除く） 

◎ 土・日・祝も受付を行っ
ています。 
◎ 搬入日当日、午後の時間

帯に空きがあれば、当日８
時３０分～正午にコール
センターでの電話受付に
より予約のうえ、搬入可能
です。 

 

 

それ以外の携帯電話からの予約は 

 

 

画面の案内に従って、必要事項を入力してください。 

 

 

詳細はこちら▲ 

 

開通は１０月から！ 
※現在はつながりません。 

開通は１０月から！ 
※現在はつながりません。 
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クリーンセンターにごみを持ち込むみなさんへの大切なお知らせ 
～ 特に注意していただきたいこと ～ 

◎  リチウムイオン電池などの充電式電池及び充電式の電化製品は、  
クリーンセンターに持ち込むことはできません。  

リチウムイオン電池は、火災の原因となるため、クリーンセンターへの持ち込みはできません。

拠点回収や販売店での回収に排出をお願いします。 

 

 

 

 

  

 
電子辞書 

 

◎  その他、クリーンセンターに持ち込めないものの例  

上記以外で主なもの 産業廃棄物、缶・びん・ペットボトル、プラスチック類、リサイクル可能な

紙類（新聞・段ボール・紙パック・雑がみ）は持ち込むことができません。 

 

 
◆爆発する恐れ
のある危険物を
持ち込まれます
と、破砕施設に
おいて爆発火災
事故が発生する
可能性がありま
す。 
 
◆危険物の持ち
込みは絶対にお
やめください！ 

 

 

注 意 

 


